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議第２号  羽島市地域公共交通計画策定スケジュール（案） 

 

 

年  

事業                月  

令和 6年(2024年) 令和 7年(2025年) 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

①市民等アンケート調査                                    

計 

画 

策 

定 

②乗降等調査                                    

③地域懇談会                                    

④デマンド型交通に係るアンケート調査                                     

⑤パブリックコメントの実施                                    

⑥地域公共交通協議会                                    

 

①市民等アンケート調査 

○市民アンケート調査〔実施時期：5月下旬 調査票発送（回答期限：6月 21日）〕 

現状の公共交通の利用状況や日常生活での移動の実態等を把握するため、15 歳以上の

市民 2,500人を対象に、郵送による市民アンケート調査を実施する。 

○高校生アンケート調査〔実施時期：5月下旬 調査票発送（回答期限：6月 21日）〕 

コミュニティバス南部線沿線の高校生（約 270 人）を対象としたアンケートを実施す

る。 

 

②乗降等調査 

○全便調査〔実施時期：5月・11月（予定） 各 1週間〕 

コミュニティバスの利用実態を把握するため、はしまわる線及び南部線の全便に調査

員が乗車し、利用者ごとの乗車バス停及び降車バス停の調査（OD 調査）や、交通結節点

である岐阜羽島駅の乗り継ぎ状況の調査を実施する。また、利用者アンケートも併せて

実施する。 

○はしまわる線 第 6便調査〔実施時期：6月・12月（予定） 各 3週間〕 

利用が少ないはしまわる線の最終便（第 6 便）について、一定期間（約 1 ヶ月間）の

利用状況を把握するため、当該便を対象として全便調査と同様の調査を追加で実施する。 

○バス運転手による調査〔実施時期：5月・11月（予定） 各 3週間〕 

上記調査を補足するため、バスの運転手が各停留所における乗降者数を記録する。 

 

③住民懇談会〔実施時期：7月 19日(金)・20日(土)・22日(月)（予定）〕 

地域の実情やニーズを把握し、利用促進策等ついて参加者と意見交換するため、市北

部、中部、南部の 3会場にて住民懇談会を開催する。  

資料６ 
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④デマンド型交通に係るアンケート調査〔実施時期：11月～12月（予定）〕 

実証実験（民間提案事業）開始から 1年が経過するデマンド型交通「ｍｏｂｉ（モビ）」

の認知状況、利用状況、意見・要望等に加え、デマンド型交通へのニーズ等を把握する

ため、15歳以上の市民 2,500人を対象に、郵送による市民アンケートを実施する。 

 

⑤パブリックコメントの実施 

地域公共交通計画（案）を公表し、広く市民等の意見等を募集します。 

 

⑥地域公共交通協議会 

地域公共交通計画等のため、地域公共交通協議会を開催する。 

 

時期（予定） 主な協議内容（予定） 

4月 

(書面協議) 

・令和５年度羽島市地域公共交通協議会事業報告 

・令和５年度羽島市地域公共交通協議会収支決算 

・令和６年度羽島市地域公共交通協議会事業計画（案） 

・令和６年度羽島市地域公共交通協議会予算（案） 

6月 11日 ・地域公共交通計画策定スケジュール 

・令和７年度羽島市地域公共交通計画「別紙」（案） 

10月 ・調査結果の中間報告 

・地域公共交通計画（素案） 

1月 ・地域公共交通確保維持改善事業 事業評価 

・地域公共交通計画（意見公募案） 

・ダイヤ検討の調査報告 

3月 ・地域公共交通計画（策定） 

・ダイヤ検討案 

 

 


